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1　21世紀に向けたスポーツ政策一r保体審審議

まとめ」とr保体審答申72」　　　　関　春南

はじめに

　保健体育審議会は、1989年11月に最終答申を予

定している「21世紀に向けたスポーツの振興方策

について」のr審議まとめ」を、89年9月公表し

た。これは、「21世紀に向けた」と銘打っている

ように、これからの日本の長期的スポーツ政策を

意図したものである。従って、この文書の持つ意

味は重大である。

　そこで、．ここでは、これまでのスポーツ政策の

基調に据えられていた1972年の保健体育審議会答

申（r保体審答申72」〉と比較しながら検討し、そ

の今日的な意味を考えてみたい。

1．　r保体審審議まとめ」の内容の特徴

　内容は、二つの柱（「生涯スポーツの振興」と

r競技力の向上」）からなっている。そこで、そ

れぞれについてその特徴を次に指摘する。

1。生涯スポーツの振興

　A．理念について

　スポーツは「人類の文化の中でも極めて重要な

ものの一つ」であるから、「障害者を含めすべて

の人々が生涯いつでも楽しめるスポーツの推進は、

極めて大きな意義を有している」、「しかしながら、

身近な施設の不足、適切な指導者が見いだせない

こと、時間的、経済的な制約等様々な理由からス

ポーツ活動の機会に恵まれない人々も依然として

多く、施設の量的・質的充実、指導者の養成など

種々の改善が求められている。こうした現状を踏

まえつつ、だれもが、いつでも、どこでも気軽に

参加できる『生涯スポーツ』の種々の条件整備を

図ることが重要な課題である」と述べ、この限り

では極めて的確な認識に立っているが、権利論的

視点が欠落しているため、条件整備をだれが、ど

のようにして図るのかという最も肝腎なところが

曖昧にされている。そのことは、次の内容によっ

ても具体的に示されている。

　B。スポーッ施設の整備について

　①「保体審答申72」が、「国をあげて取組むべ

き課題」として「施設の整備充実」をあげ、「手

軽に利用できる公共の施設を数多くつくることが

大切である」として、人口規模に応じた「施設整

備基準」を提示していたのに対し、ここでは、

「地域住民が日常的に身近に利用できるスポーツ

施設は、基本的には、各都道府県・市町村におい

て整備がすすめられることが望ましい」と、国の

責任を地方自治体に転嫁している。そして「公共

スポーツ施設」という表現が一切消えてしまった。

　②「保体審答申72」が提示した人口規模に応じ

た「施設整備基準」に対して、これを「画一的」

と否定し、量的基準を除いた「スポーツ施設の整
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備の基準」を提示した。

　③財源の保障については、「文部省は、各地方

公共団体がスポーツ施設の計画的な整備を図るに

当り、財政事情等を考慮しつつ、所要の財源の確

保に努める」と述べているだけで、具体性・現実

性が全くない。

　④スポーツ施設の管理運営の在り方については、

r受益者負担」の必要性を述べ、「委託方式」を例

示するなど、公的な管理責任の放棄、商業主義化

への水路づけを行っている。

　⑤商業施設については、r施設内容、運営方法

や指導体制の面において優良な施設を公的に認定

する等の奨励策について検討する」として、r公

的認定」を打ち出している。

　C．指導者問題について

　「保体審答申72」が、指導者問題を重視し、各

種指導者の役割、機能、資格などについて述べ、

報酬や制度的位置づけについても明確にする必要

性を提起していたのに対し、ここでは、認定制度

の活用（商業スポーツ施設の指導者にも適用）や

研修内容の充実による指導者の資質の向上、及び

指導者に対する顕彰制度の拡充が述べられている

だけである◎

　D．スポーツ。クラブづくりについて

　r保体審答申72」では、r地域や職場などにお

いて、日常生活の中で育ちつつある自発的スポー

ツグループや組織の発達を促進する必要がある」

しかもr施設を中心に発展させることが大切」で

あるとしていたのに対して、ここではそうした発

想は消えて、むしろ、①ニュースポーツの開発、

②全国スポーツ・レクリエーショソ祭の地域版の

奨励、③スポーッ・イベソトの研究開発等に力点

がおかれている。

2．競技力の向上

　この項になると内容が具体性を帯びてくる。そ

れは次のような点である。

　①ジュニア期からの一貫指導体制として・その

体制づくりを、都道府県教育委員会が行う。また、

全寮制体育系中学をブロック単位で設置する。②

推薦入学制度の拡充、③卒業後、スポーツ歴を評

価する、④小学生の全国大会の検討の必要を提起、

⑤国際競技会で良い成績が期待できる種目につき、

地域でのスポーツクラブ設置の促進、⑦国立スポー

ツ科学セソターの設置

　さらにスポーツ団体の在り方にまで言及し、

「J　O　Cは・……国際競技力の向上に努める」と

か、「日本体育協会は、…日本オリソピック委員

会と連携・協力し、我が国競技スポーツの向上に

寄与することを期待する」などと述べている。

3．企業、プロ・スポーツとの関係

　①企業への賛辞は絶大なものがある。この様な

賛辞は、審議会の内容として、恐らく世界にその

類を見ないであろう。r企業は神様」・「企業国家」

の姿を何と「素直に」語っていることか。即ち、

r運動部活動を行っている企業は、競技水準の高

い選手を従業員として採用し、練習や試合への参

加のため勤務上の便宜を図り、経済的に援助する

などの積極的な支援を行い、我が国の競技スポー

ツの振興に寄与している。また、近年、各種のス

ポーツイペントヘの協賛やスポーツ団体に対する

援助など、スポーツ活動に積極的な支援を行う企

業が増加してきており、これらの支援は、生涯ス

ポーツ、競技スポーツの両面にわたる振興に寄与

している」「今後、スポーツ団体において経済界

との適切な連携を強化する方策を検討することが

望まれる」そしてさらに「企業の顕彰」を考える

必要があるという。企業が資本の論理で動いてお

り、スポーツがその論理に矛盾なく組込まれてい

るにすぎないという社会科学の常識に無知なのか、

あるいは、承知の上で媚びているのか。いずれに

しても、国のスポーッ政策となろうとする文書に、

「真面目に」このようなことが書かれるのである

から、全くr赤面の至り」である。

　②プロ・スポーツについても、具体的方策抜き

の、歯の浮く賛辞が述べられており・国際競技力

の向上のため、プロとアマとの連携の推進の必要

姓、さらにはプロ・スポーツ界の組織化が提起さ

れている。
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IL　r保体審審議まとめ」の基本的性格

　特徴はおおよそ次の4点に集約される。その第

一は、r保体審答申72」路線の全面否定になって

いるという点である。これは施設整備問題で象徴

的に現れたように、「保体審答申72」が、国、自

治体の責任を明確にしていたのに対し、「まとめ」

は、国の責任の回避、商業主義への依存・門戸開

放を面前に打ち出した。第二は、選手強化体制へ

の国民スポーツのイソテグレーショソである。こ

れまで一握りの選手強化体制であったものを、ジュ

ニア期からの一貫指導体制と称して、教育委員会

をまきこんだ体制をつくることによって、国民全

体を選手強化体制の中に巻込もうとしている。極

めて権力的志向が強い。第三は、上記のことを始

め、商業スポーツ施設や指導者の認定、プロ・ス

ポーツの組織化、スポーツ団体の在り方に至るま

での言及等スポーツ全体に対する国家統制の強化

である。第四は、競技力を向上させようとするが

あまり、商業主義のもつ問題に盲目となり、企業、

プロヘの全面降伏となって現れている。

IH，内容形成の経緯

　1986年12月　アジア大会

　　87年4月　臨教審rスポーツと教育」

　　87年6月　政府・財界から厳しい注文

　　　　　　　（『朝日』87．6．24付）

　　88年3月　スポーツ振興懇談会報告

　　88年4月　21世紀に向けたスポーツ振興方策

　　　　　　について（諮問）

　　88年8月　ソウル・オリソピック大会’

　　　　　　諮問のr中間報告」

　　89年10月　r審議まとめ」

　上述のような「審議まとめ」の性格が形成され

るにあたり、アジア大会、一ソウル・オリソピック

大会の惨敗、政府・財界からの「勝つこと」への

強い要請、教育状況、政治・経済状況等が、大き

なイソパクトを与えた。企業とプロ・スポーツの

項は、「中間報告」にはなく、それ以後付加えら

れたことからして、ソウル・オリソピック大会の

結果のもった意味は大きいといえる。

W．　r保体審審議まとめ」は、21世紀のスポーツ

　政策たりうるか一スポーツの手段化政策に未来

　はあるか一

　次の3点から国民との矛盾を深めていくであろ
う。

1．歴史性、社会性、国際性の無視

　スポーツについての社会的認識は、歴史的には、

スポーツ振興法からr保体審答申72」へと着実に

発展し、近年では、r生涯スポーツ」論の中でス

ポーツが権利であることが公然と語られてきた。

国際的には、「Sport　for　all憲章」（1975年〉、ユ

ネスコ「体育・スポーツ国際憲章」（1978年）に

おいてスポーツの権利宣言がなされ、この理念の

広がりと実質化が進行している。こうした状況を

全く無視しているといわざるをえない。

2。国民のスポーツ要求との矛盾の激化

　①自治体におけるスポーツ振興計画（とりわけ

施設整備計画）は、r保体審答申72」にもとづい

て推進されてきた。しかしこれが放棄され全く異

質な路線にとってかえられた場合、これまでの展

開過程との間に矛盾が生じ、スポーツ振興の推進

を妨げるものになるであろう。

　②今日スポーツの商業主義化が急速に進行し、

その弊害が多くの点で指摘されているが、これに

さらに拍車をかけることになり、国民との矛盾は

益々激化することになろう。

　③少数の選手強化体制を、権力的に国民全体に

広げることにより、能力主義、優勝劣敗主義とか

かわり、今日「部活」に起こっているような問題

を拡大再生産することになろう。

3，文化としてのスポーツ固有の発展の論理を放

棄し、資本の論理に委ねようとする方向は、スポー

ツの中に積みあげられ継承されてきた人間的な思

想・精神性を否定ないしは放棄していくことにつ’

ながっていくであろう。

　このように見てくると、r保体審まとめ」は、

日本の歴史社会の発展に即した21世紀のスポーツ

政策たりえないことは明らかであろう。時代の精

神を踏まえた、真の意味で21世紀に向けたスポー

ツ政策が創造されねばならない。

一6一


